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１．  障害者手帳の交付  
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の３種

の手帳を総称した一般的な呼称です。制度の根拠となる法律等はそれぞれ異な

りますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも障害者総合支援法の対象となり、

さまざまな支援策が講じられています。 
 

①  身 体 障 害 者 手 帳  
事故や病気などで上下肢・体幹・目・耳・言語・心臓・腎臓・呼

吸器・膀胱又は直腸・小腸・免疫・肝臓等に障がいのある方に、身

体障害者手帳（１級から６級）を交付します。  
（「重度」とは手帳１級・２級の方です）  

 
②  療 育 手 帳  

知的障がいがあり、日常生活に支障があるために何らかの援助

を必要とする方に療育手帳（ⒶからＢの２）を交付します。  
（「重度」とは手帳ⒶからＡの２の方です） 

 
③  精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳  

精神障がいのために、長期（６か月以上）にわたり日常生活又は

社会生活への制約がある方に精神障害者保健福祉手帳（１級から

３級）を交付します。（「重度」とは手帳１級の方です）  
 
 

２．  医療費等の助成  
①  後 期 高 齢 者 医 療 制 度 へ の 切 り 替 え  

    身体障害者手帳１級から３級及び４級の一部に該当する方や、

療育手帳の重度の区分に該当する方、精神障害者保健福祉手帳１

級・２級に該当する方で６５歳以上の方は、後期高齢者医療制度へ

の切り替えができます。  
 

②  重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 の 助 成  
重度心身障がい者が、医療機関を受診した際の医療費のうち、医

療保険における自己負担分を助成します。（本制度における「重度」

とは、身体障害者手帳１・２級、療育手帳ⒶからＡの２、精神障害

者保健福祉手帳１級の方）ただし、基準世帯員の住民税の課税状況

によって自己負担金が必要となる場合や、制度の対象にならない

場合があります。また、重度の手帳を新たに取得した６５歳以上の

方は、対象になりません。  
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③  自 立 支 援 医 療 費 （ 更 生 医 療 ） の 支 給  

身体障害者手帳が交付されている１８歳以上の方が、医療を受

けることで障がいの除去・軽減及び進行を防ぐことが見込まれる

場合の医療費の一部を公費で負担します。  
対象となる主な治療は、人工透析・移植後の抗免疫療法（心臓、

腎臓、肝臓）・抗 HIV 療法・心臓弁置換術・バイパス術・ペースメ

ーカー埋込術・白内障及び角膜移植術・関節形成術・人工関節置換

術等ですが、給付の対象になるかは事前にご相談ください。  
 

④  自 立 支 援 医 療 費 （ 育 成 医 療 ） の 支 給  
    身体に障がいのある児童（１８歳未満）で、その障がいを除去、

軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合の医療費の一

部を公費で負担します。給付の対象になるかは事前にご相談くだ

さい。  
 

⑤  自 立 支 援 医 療 費 （ 精 神 通 院 医 療 ） の 支 給  
精神による疾患で、通院治療が継続的に必要な方の医療費（薬剤

費も含む）の自己負担の一部を、公費で負担する制度です。この制

度を利用すると、指定した病院・薬局での自己負担が医療費の１割

となります。また、疾病の程度や基準世帯員の所得の状況等に応じ

て、１か月の自己負担に上限が設定される場合があります。  
 

⑥  精 神 障 害 者 医 療 費 の 給 付  
精神障がいの治療のために精神科・心療内科等を受診した際に

支払った通院・入院分の医療費のうち、医療保険における自己負担

分を給付します。原則、通院分は自立支援医療費（精神通院医療）

適用分の上乗せ給付です。  
ただし、所得の状況によって、この制度の対象にならない場合が

あります。  

※通院分の医療費の給付については、令和９年３月 

診療分をもって終了します。  

 

３．  手当等の支給  
①  心 身 障 害 者 （ 児 ） 福 祉 手 当 （ 市 制 度 ）  

在宅の重度心身障がい者（児）又は介護者に支給します。ただし、

特別障害者手当･障害児福祉手当等受給者は除きます。  
支給額及び支給月は次ページの表のとおりです。  
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≪心身障害者(児)福祉手当支給制度の概要 》 

支給月：４月・１０月（年２回） 支給額：下表のとおり 

  月額

8,650 円 

① ねたきり身体障害者(居宅において、おおむね継続し

て 6 か月以上常に臥床し、食事、入浴、排便等日常

生活のほとんどに介護を要する方）で 20 歳から 64
歳までの方 ※ 

身体障害者手帳 
1 級から 6 級 

② 重度知的障害者で 20 歳以上の方 
療育手帳 
○Ａの２、Ａの１、Ａの２ 

※上記①②に該当する方であっても、所得制限の限度額を超えた方、又は介護保険法

第 18 条に規定する保険給付を受けた方は月額 5,000 円となります。 

月額

5,000 円 
（※） 

③ ねたきり身体障害児(20 歳未満の方) 身体障害者手帳 
1 級から 6 級 

④ 重度身体障害者(児) 身体障害者手帳 
1 級 

⑤ 重度知的障害児(20 歳未満の方) 
療育手帳 
○Ａ、○Ａの 1、○Ａの２ 
Ａの１、Ａの２ 

⑥ ねたきり身体障害者で 20 歳から 64 歳までの方もし

くは重度知的障害者で 20 歳以上の方であって、前年

の所得(１～７月分は前々年の所得)が所得制限の限

度額を超えた方 

身体障害者手帳 
1 級から 6 級 
療育手帳 
○Ａ、○Ａの 1、○Ａの２ 
Ａの１、Ａの２ 

月額

2,000 円 
（※） 

⑦ 重度身体障害者(児) 身体障害者手帳 
2 級 

所得制限は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」第 11 条に規定する所得であって、 

政令第 12 条 4 項において準用する政令第 5 条の規定により計算された額を参照します。 

所得制限の限度額は次のとおりです。 

                                                 

※月額 ５，０００円・２，０００円の支給については 

令和８年度末をもって終了します。 

なお、新規申請については、令和９年２月までとなり

ます。  
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②  特 別 障 害 者 手 当 （ 国 制 度 ）  

精神又は身体に著しい重度の障がいを有するために、日常生活

において、常時特別な介護を要する２０歳以上の在宅の障がい者

に支給します。ただし、受給者、配偶者及び扶養義務者の所得制限

があります。  
支給額は、月額３０，４５０円です。  

（支給は５月、８月、１１月、２月の年４回です。）  
 

③  障 害 児 福 祉 手 当 （ 国 制 度 ）  
精神又は身体に著しい重度の障がいを有するために、日常生活

において、常時特別な介護を要する２０歳未満の在宅の障がい児

に支給します。ただし、受給者、配偶者及び扶養義務者の所得制限

があります。  
支給額は、月額１６，５６０円です。  

（支給は５月、８月、１１月、２月の年４回です。）  
 

④  特 別 児 童 扶 養 手 当 （ 国 制 度 ）  
精神又は身体に重度又は中度の障がいを有する２０歳未満の児

童を監護している父若しくは母又は養育者に支給します。ただし、

受給者、配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。  
支給額は、１級（重度障がい児）月額５８，４５０円、  
     ２級（中度障がい児）月額３８，９３０円です。  

（支給は４月、８月、１１月、の年３回です。）  
 

⑤  心 身 障 害 者 扶 養 年 金 制 度 （ 県 制 度 ）  
心身障がい者を扶養している６５歳未満の保護者が加入者とな

り、毎月一定の掛金を納めることにより、加入者に万一のことがあ

った場合、心身障がい者に終身一定額の年金を給付します。加入す

る年齢によって掛金は異なります。  
この制度の対象となる心身障がい者は、身体障害者手帳１級か

ら３級の方、知的障がい、精神または身体に永続的な障がいのある

方です。  
 

⑥  児 童 扶 養 手 当 （ 国 制 度 ）  
父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭（ひ

とり親家庭等）に支給します。なお、児童を養育する父又は母に重

度の障がいがある場合にも支給されます。ただし、受給者、配偶者

及び扶養義務者の所得制限があります。  
【問い合わせ先】こども政策課  電話 ５６－１１２８  
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４．  日常生活の支援  
①  補 装 具 費 の 支 給 （ 購 入 、 修 理 、 借 受 け ）  

身体障がい者（児）、難病患者等に対して、補聴器・義肢・装具・

車いす・視覚障害者安全つえ・眼鏡・重度障害者用意思伝達装置

など補装具費の給付を行います。一部の補装具は、更生相談所の

判定が必要です。なお、介護保険・労災法等で交付またはレンタ

ルが可能な場合は、介護保険・労災法等の利用が優先となります

ので、事前にご相談ください。  
自己負担（１割）がありますが、所得に応じて一定の負担上限

が設定されています。  
 

②  軽 度 ・ 中 等 度 難 聴 児 補 聴 器 購 入 費 の 助 成  
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴児に

対し、補聴器の購入に要する経費の一部を助成します。  
助成額は基準額の範囲内で、購入費用の３分の２の額です。  
（１，０００円未満切り捨て）  
身体障害者手帳の交付を受けることができる方は、補装具費の

制度が優先されます。  
 

③  日 常 生 活 用 具 の 給 付  
身体・知的障がい児（者）・難病患者等の利便を図るため、入浴

補助用具・特殊寝台・ネブライザー・電気式たん吸引器・ストー

マ用装具・紙おむつ等・非常用電源・視覚障害者用ポータブルレ

コーダー・聴覚障害用通信装置等の給付を行います。  
自己負担がありますが、所得に応じて一定の負担上限が設定さ

れます。用具の取付工事についても一部助成があります。  
用具の種類によって給付の条件が異なりますので、給付の対象

になるかは事前にご相談ください。ただし、介護保険･労災法等で

給付又はレンタルが可能な場合は、介護保険･労災法等の利用が優

先となります。  
   ※令和８年４月１日から障がい児への給付に係る所得制限を撤廃

しました。  
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④  避難行動要支援者の支援制度  

 自宅で生活されている障がい者のうち、身体障害者手帳１・２級  
(肢体不自由、運動機能障害、呼吸器機能障害、視覚障害、聴覚障害

の者に限る )、療育手帳Ａ以上、精神障害者保健福祉手帳１級の所持

者を、災害時に自力で避難することが困難な「避難行動要支援者」

として特定し、市が管理する名簿に登録します。また、名簿登録さ

れた方のうち、地域への情報提供に同意された方の名簿を作成し、

自治会などの避難支援等関係者に提供することで、いつ起こるかわ

からない災害に備え、地域での避難支援体制づくりを推進します。  
 

⑤  移 動 入 浴 車 の 派 遣  
在宅で入浴困難な重度身体障がい児（者）の居宅に入浴車を派

遣し、入浴介護を行います。  
派遣回数は週２回です。  

    ※介護保険適用の方は利用できません。  
 

⑥  自 動 車 改 造 費 の 助 成  
重度の上下肢・体幹機能障がい者が就労等の理由で自ら自動車

を所有し運転する場合、車の改造に要する経費の一部を、１台  
１０万円を限度に助成します。  

 

⑦  自 動 車 運 転 免 許 取 得 費 の 助 成  
身体障害者手帳１級から４級に該当する障がい者又は療育手帳

の交付を受けた方が免許を取得した場合、免許取得に要する費用

の３分の２以内を助成します。ただし、その額が１０万円を超え

るときは、１０万円を助成します。  
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○障害福祉サービス・障がい児を対象としたサービス・地域生活支援事業の種類 

⑧  障 害 福 祉 サ ー ビ ス  
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく障害福祉サービスは下記のとおりです。  
介
護
給
付 

居宅介護（ホームヘルプ） 
自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行いま

す。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は知的障がい者若し

くは精神障がい者で常に介護を必要とする

人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外

出時における移動支援などを総合的に行い

ます。 

同行援護 

視覚障がいにより、移動が著しく困難な人の

外出時にヘルパーが同行し、移動に必要な情

報を提供するとともに移動の援護等を行い

ます。 

行動援護 

自己判断能力が制限されている人が行動す

るときに、危険を回避するために必要な支援

等を行います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等

複数のサービスを包括的に行います。 

短期入所（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期

間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の

介護等を行います。 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関

で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び

日常生活の介護等を行います。 

生活介護 

常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行うとともに、創作活動

又は生産活動の機会を提供します。 

障害者支援施設での夜間ケア等 
(施設入所支援) 

施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行います。 

訓
練
等
給
付 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよ

う、一定期間、身体機能又は生活能力の向上

のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期

間、就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行います。 

就労継続支援（Ａ型＝雇用型、
Ｂ型＝非雇用型） 

一般企業等での就労が困難な人に働く場を

提供するとともに、知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。 
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訓
練
等
給
付 

就労定着支援 

障がいのある人本人との相談を通じて生活

面の課題を把握するとともに、企業や関係機

関等との連絡調整やそれに伴う課題の解決

に向けて必要となる支援を行います。 

就労選択支援 

本人の希望を聞き取り、就労を行う能力や適

性などを分析し、どのような仕事・就労先が

最善か、訓練を受けたほうがよいかなどを本

人と一緒に考え、適切な選択のサポートを行

います。 

自立生活援助 

障がいのある人の理解力、生活力等を補う観

点から、一定の期間、定期的な巡回訪問や随

時の対応により、適時のタイミングで適切な

支援を行います。 

共同生活援助（グループホーム） 

主として夜間において、共同生活を営むべき

住居において相談、入浴、排せつ又は食事の

介護その他の日常生活上の援助を行います。 

※法律の改正により、平成２６年４月１日か

ら共同生活介護（ケアホーム）は共同生活援

助（グループホーム）に一元化されました。 

サービスを利用するには、事前に市の窓口で利用申請が必要です。 

手続き等の詳細は窓口へお尋ねください。 

 

⑨  障 が い 児 を 対 象 と し た サ ー ビ ス  
児童福祉法に基づく障がい児を対象としたサービスは下記のとお

りです。 

児童発達支援 

日常生活における基本的な動作の指導、知識

技能の付与、集団生活への適応訓練等を行い

ます。 

医療型児童発達支援 

児童発達支援（日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与、集団生活への適

応訓練等）と治療を行います。 

放課後等デイサービス 

授業の終了後や休業日に、生活能力の向上の

ために必要な訓練、社会との交流の促進等を

行います。 

保育所等訪問支援 

保育所等の集団生活を営む施設を訪問し、同

じクラスの児童との集団生活への適応のた

めの専門的な支援を行います。 
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サービスを利用するには、事前に市の窓口で利用申請が必要です。 

手続き等の詳細は窓口へお尋ねください。 

 

⑩  地 域 生 活 支 援 事 業  
地 域 生 活 支 援 事 業 は 下 記 の と お り で す 。  

 
【 市 町 村 事 業 】  

事業名 内容 

成年後見制度利用支援事業 

障害福祉サービスの利用等の観点から、「成

年後見制度」の利用を支援することにより、

障がいのある人の権利擁護を図ることを目

的とするもので、成年後見制度の申立てに

要する経費（登記手数料、鑑定費用等）と

後見人等の報酬の全部又は一部を助成しま

す。 

成年後見制度法人後見支援事業 

「成年後見制度」における後見等の業務を

適正に行うことができるよう、「法人後見」

の活動の体制整備や市民後見人の活用も含

めた「法人後見」の活動を支援します。 

意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障が

いのため、意思疎通を図ることに支障があ

る人とその他の人の意思疎通を仲介するた

めに、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う

方の派遣などを行います。 

手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がいのある人等との交流活動の促進

等の支援者として期待される日常会話程度

の手話表現技術を習得した「手話奉仕員」

の養成・研修を行います。 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障がいのある人につ

いて、外出のための支援を行います。 

日中一時支援事業 
身体、知的、精神障がい者・児で、日中、

一時的に見守り等の支援を行います。 

地域活動支援センター 

障がいのある人が通い、創作的活動又は生

産活動の提供、社会との交流の促進等の便

宜を図ります。 

サービスを利用するには、事前に市の窓口で利用申請が必要です。 

手続き等の詳細は窓口へお尋ねください。 

居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がいのある子どもについて、自宅を

訪問して、日常生活における基本的な動作の

指導、集団生活への適応訓練などの支援を行

います。  
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⑪  ヘ ル プ マ ー ク の 配 布  
障がいのある方や難病の方などの援助を必要とする方に、日常

生活や災害時、緊急時に必要な支援や配慮を周囲の人にお願いす

るためのカードやストラップを配布しています。  
 

⑫  ちば障害者等用駐車区画利用証の交付  
公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を

必要とする、障がい者やけが人など、歩行が困難と認められる人に

利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図る制度です。 

対象となる障がいは、下記のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 交付基準 

身
体
障
が
い
者 

視覚障がい 4 級以上 

聴覚障がい 3 級以上 

平衡機能障害 5 級以上 

肢
体
不
自
由 

上肢 2 級以上 

下肢 6 級以上 

体幹 5 級以上 

（脳原性運動機能障害）上肢機能 2 級以上 

（脳原性運動機能障害）移動機能 6 級以上 

内部障がい（免疫機能障害を含む） 4 級以上 

知的障がい者 療育手帳の障害程度の欄がＡの 2 以上の者 

精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が 1級の者 

難病患者 特定疾患医療受給者、特定医療費（指定難病）受給者、小児慢性特定

疾病医療受給者 

けが人等 医師の診断等により、歩行で困難であるために特別な配慮が必要であ

ると認められる者 

（医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等と身分証明

書が必要です。） 
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５．各種割引・料金の減免等  
① Ｊ Ｒ の 運 賃 割 引  

  下記に該当する場合、駅の窓口で身体障害者手帳・療育手帳・精神

障害者保健福祉手帳を提示することにより運賃が割引されます。  
 

■第１種  
対象者（距離制限）  本人の年齢  適用乗車券  割引率  

本人のみ（片道１００ｋｍ

を超える場合）  
制限なし  普通乗車券  ５割  

本人+介護者１名（距離の制

限なし）  

１２歳未満  普通乗車券  
普通急行券  
回数乗車券  

各５割  

定期乗車券  介護者のみ

５割  
１２歳以上  普通乗車券  

普通急行券  
回数乗車券  
定期乗車券  

各５割  

 
■第２種  
対象者（距離制限）  本人の年齢  適用乗車券  割引率  
本人のみ（片道１００ｋｍ

を超える場合）  
制限なし  普通乗車券  ５割  

本人+介護者１名（距離の制

限なし）  
１２歳未満  定期乗車券  介護者のみ

５割  
 

②  バ ス ・ タ ク シ ー の 運 賃 割 引  
 バス運賃については、原則としてＪＲの運賃と同様の割引です

が、各会社によって対応が異なりますので、詳しくはご利用のバス

会社にお問い合わせください。  
君津市コミュニティバスは、身体障害者手帳・療育手帳・精神

障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその介護者は、１００円でご

利用いただけます。  
全国のタクシーにおいて、障害者手帳を提示することで運賃が

割引になる場合があります。詳しくはご利用のタクシー会社にお

問い合わせください。  
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③  航 空 旅 客 運 賃 割 引  
割引運賃は各航空会社が設定しています。各社又は路線によっ

て異なりますので、事前に航空会社にお問い合わせください。  
 

④  福 祉 タ ク シ ー 券 の 交 付  
重度の身体障がい者（児）又は重度の知的障がい者（児）にタ

クシー利用券を１月あたり３枚（人工透析を受けている方は１月

あたり１２枚）交付します。１枚で５００円を助成し、１回の乗

車につき６枚まで使用できます。  
 

 
⑤  有 料 道 路 通 行 料 金 の 割 引  

身体障がい者が自ら運転する場合、又は第１種の心身障がい者

を乗せて介護者等が運転する場合、有料道路の通行料金が５割引

になります。割引を適用するには、事前に登録が必要です。ただ

し、軽トラック（乗車定員４人以下）・営業車等は割引の対象とな

りません。  
 

⑥  Ｎ Ｈ Ｋ 放 送 受 信 料 の 減 免  
次の方はＮＨＫ放送受信料が減免されます。  

≪全額免除≫  
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持

ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の

場合。  
≪半額免除≫  
・視覚障がい・聴覚障がい・重度の身体障害者手帳のいずれかを

お持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合。  
・重度の療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳（１級）をお

持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合。  
 

⑦  携 帯 電 話 の 割 引 サ ー ビ ス  
    身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれ

かの交付を受けている方は、携帯電話の割引サービスを利用でき

ます。ただし、携帯電話会社によって割引サービスの内容が異な

りますので、ご利用の電話取扱店にて確認のうえ、申請手続きを

行ってください。  
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６．税の減免  
①  所 得 の 控 除 （ 所 得 税 ・ 市 県 民 税 ）  

障がい者本人又は障がい者を扶養している方の所得金額から、

一定額を控除することにより、税負担を軽減します。  
≪特別障害者控除≫  
身体障害者手帳１級・２級、療育手帳○Ａ からＡの２、精神障害

者保健福祉手帳１級の交付を受けている方  
≪障害者控除≫  
身体障害者手帳３級から６級、療育手帳Ｂの１・Ｂの２、精神

障害者保健福祉手帳２級・３級の交付を受けている方  
控除にかかる手続きは、年末調整又は確定申告等で行ってくだ

さい。  
 

②  自 動 車 税 ・ 軽 自 動 車 税 の 減 免  
障がい者本人又は生計を一にする方が所有し、障がい者のため

に使用する自動車について、自動車税・軽自動車税の減免を受け

ることができます。ただし、障がいの種類及び等級による制限が

あるほか、障がい者１人につき１台の自動車に限られています。  
自動車税減免申請について、自動車の所有者・運転者が同居の

家族等である場合、生計同一証明書が必要です。生計同一証明書

の発行は障がい福祉課で行っています。  
  【問い合わせ・手続き先】  
   自 動 車 税：木更津県税事務所  電話 ０４３８－２５－１１１０ 
    生計同一証明書：障がい福祉課    電話 ０４３９－５６－１１８１ 
   軽 自 動 車 税：課 税 課     電話 ０４３９－５６－１５０２ 
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７．その他の制度  
①  郵便等による不在者投票  

 選挙期間中、重度障がいのため投票所へ行くことが困難な場合、

郵便等により、本人若しくは代理記載人が投票できます。  
対象となるのは、両下肢・体幹若しくは移動機能の障がいが１・

２級の身体障がい、心臓・じん臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸

の障がいが１級もしくは３級の身体障がい、肝臓・免疫の障がい

が１級から３級の身体障がい者です。このうち代理人記載をさせ

ることができるのは、上肢若しくは視覚の障がいが１級の方です。 
制度をご利用希望の方は、事前に選挙管理委員会に申請手続き

を行ってください。  
【問い合わせ先】選挙管理委員会事務局  電話 ５６－１３４１  

 
②  声の広報  

    視覚に障がいのある方や高齢者などを対象に、「広報きみつ」を

音訳し録音したＣＤを配布しています。  
また、市のホームページで「広報きみつ」の音声データを配信

しています。  
   【問い合わせ先】政策推進課  電話 ５６－１２８８  
 

③  中途視覚障害者自立更生支援事業  
中途視覚障がい者の方に専門職員が訪問して、歩行訓練、日常

生活訓練、コミュニケーション技法などについて指導しています。 
 

④  ＮＥＴ１１９緊急通報システム  
    聴覚・音声・言語機能等の障がいにより、音声による１１９番

通報が困難な方がスマートフォンなどを利用し、消防へ音声によ

らない通報を行えるシステムです。利用には事前登録が必要なた

め、手続等の詳細はお問合せください。  
     【問い合わせ先】消防署本署  ＦＡＸ ５７－０１１９  

        障がい福祉課 ＦＡＸ ５６－１２２０  
 

⑤  駐車禁止適用除外  
    駐車禁止場所と指定された場所に駐車できるよう規制の対象か

ら除外されます。除外の対象となる障がいの種類及び等級につい

ては、君津警察署交通課にお問い合わせください。  

また、この制度を利用するためには、警察署で標章の交付を受

ける必要がありますので、併せてご確認ください。 

【問い合わせ先】君津警察署交通課  電話 ５４－０１１０ 
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⑥  青い鳥郵便はがきの無償配付  
 郵便局では、身体障害者手帳１・２級、療育手帳○ＡからＡの２をお持ちの

方に、毎年４・５月に青い鳥郵便葉書をお一人につき２０枚、無償で配付し

ています 。  
【問い合わせ先】郵便局（簡易郵便局を除く。）  

 
⑦  歳 末 た す け あ い 見 舞 金  

    君津市社会福祉協議会では、在宅（施設入所を除く）の身体障

害者手帳１・２級、療育手帳○ＡからＡの２、精神障害者保健福祉

手帳１級をお持ちの方を対象に、毎年１２月に見舞金を支給して

います。  
在宅（施設入所を除く）の方で、見舞金を希望される方は君津市

社会福祉協議会、またはお住まいの地域の民生委員児童委員にお問

い合わせください。（見舞金は民生委員児童委員がお届けします）  
【問い合わせ先】君津市社会福祉協議会 電話 ５７－２２５０  

 
⑧  君津市ライフサポートファイル  

    ライフステージごとに支援の担い手が変わりやすい移行期に一

貫した支援が継続されるよう、家族と関係機関が共に子どもへの

支援に関わるためのファイルです。  
    お子さんの育ちや学びを支える資料として、様々な情報や記録

を綴ることにより、お子さんの発達や成長の記録を１つにまとめ

ることができます。  
    学校や医療機関、療育機関などに相談するときに、ファイルの

内容を参照することで、お子さんの発達や支援の経過が伝わりや

すくなり、より良い支援に繋げることができます。 

ファイルは市のホームページからダウンロードしてお使いくだ

さい。ご家庭で印刷できない時は、障がい福祉課で配布していま

す。 

   【君津市ホームページ】http://www.city.kimitsu.lg.jp/ 

ホーム＞分類でさがす＞くらしの情報＞健 

康・福祉・衛生＞障がい者福祉＞君津市ライ 

フサポートファイル 

    
     

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.city.kimitsu.lg.jp/
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８．  相談等の窓口  
①  君 津 市 障 害 者 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー  

障がいのある方が住み慣れた地域のなかで、その人らしく自立

して生活できるよう、日常生活や社会参加、権利擁護などに関す

る様々な相談に応じています。 

また、総合的、専門的な相談支援や、関係機関との連携により

地域における相談支援の中核的な役割を担います。市役所にて相

談窓口を開設しておりますので、お気軽にご相談ください。 

【問い合わせ先】社会福祉法人章佑会 サロン・ド・タビダチ 

所在地 君津市東坂田４－８－２１ 

電話  ５０－８５６７ 

    ３２－１７７３（市役所内） 

 

 

②  聴覚障害者手話通訳及び相談  
聴覚障がい者等のコミュニケーションのために、必要に応じ手

話通訳や相談・指導を行います。  
【問い合わせ先】障がい福祉課  FAX ５６－１２２０  

 
③  君津市身体障害者相談員・知的障害者相談員  
 氏 名    相 談 対 応 分 野    連 絡 先   

津石 隆吉    身体障がい  ８７－７８５８  

生稲 房子    身体障がい  FAX ５２－８６９７  

朝生 千恵子   知的障がい  ０９０－５２００－５０１９  

小髙 美希    知的障がい  ０８０－６８０４－０７０５  
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９．  各種団体のご案内  
①  君 津 リ バ ー ス 協 会  

 さまざまな行事を通じて身体障がい者の相互交流、残存能力の

向上、社会参加の推進を図っています。  
代表者 津石 隆吉  電話 ５７－２２５０  

（君津市社会福祉協議会内）  
②  君 津 市 ろ う あ 協 会  

 ろうあ者の明るい生活と交流の場をつくり、聴覚障がいの情報

交換の場として手話サークル活動等を行っています。  
 代表者 三澤 清  FAX ３９－２６１６  
           電話 ５６－１１８１  
           （電話番号は、障がい福祉課手話通訳）  

③  Ｙ ＆ Ｍ  
障がいのある方がボウリングを通して交流を図っています。  
代表者 森 功  電話 ３８－２７２０  

  
④  君 津 視 覚 障 害 ネ ッ ト ワ ー ク  

視覚障がい者の自立と共生を目的とした、さまざまな活動を行っています。 
連絡先 川名 正好  電話 ５２－２１９４  

 
⑤  君 津 市 手 を つ な ぐ 育 成 会  

心身障がい者 (児 )及びその家族が困り事に寄り添い、研修・イベ

ント・共生社会への推進のための啓発を図っています。  
代表者 朝生 千恵子  電話 ０９０－５２００－５０１９  

 
⑥  オ ス ト メ イ ト 三 津 友 会  

オストメイト利用者の親睦を深め、よりよい生活のための勉強会等を

行っています。 
代表者 市山 晴夫  電話 ５３－０７８２  

  
⑦  三 津 浦 会 (失 語 症 友 の 会 )  

    失語症などの成人の言語障がい者の親睦を深め、社会復帰への足がかりを

作ることを目指した活動を行っています。 
         事務局 君津中央病院リハビリテーション科言語聴覚室 

電話 ０４３８－３６－１０７１（内線 ４６０９） 
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⑧  君 津 市 共 励 会  
精神障がい者（児）をもつ家族が勉強会等を行いながら、親睦

や交流を図っています。  
共励会事務局［相談窓口］５７－２２５０  

（９：００～１２：００）  
≪定例会≫  
 日時 毎月第２木曜日（変更になることもあります）  
    １３：３０～１５：３０  
 場所 君津市生涯学習交流センター  

 
≪こころの家族相談室≫  
 内容 心理カウンセラー対応の家族・当事者の個人面談  

（要予約・無料）  
 日時 平日１０：００～１５：００の間で約１時間  
 場所 君津市保健福祉センター（ふれあい館）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〒２９９－１１９２ 君津市久保２丁目１３番１号  

君津市 福祉部 障がい福祉課  

（市役所１階１２番窓口）  

電話   ０４３９（５６）１１８１  

ＦＡＸ  ０４３９（５６）１２２０  
 

 


